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本プロポーザルは、南相馬市令和８年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前

準備手続きであり、南相馬市議会において当初予算案が否決された場合は、委託契約を

締結しないものとします。なお、契約しなかった場合においても、応募者が本業務を実

施するために支出した費用（準備行為を含む。）、提供した知見の対価等については、一

切補償しません。 
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本参加要項（以下「要項」という。）は、南相馬市（以下「本市」という。）が発注する

「令和８年度南相馬市海外研修事業業務委託」に関し、公募型プロポーザル方式により委

託候補者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務の概要 

（１）目的 

   本事業は、南相馬市在住の中学生に海外研修を通して「広い視野をもった生徒の育

成」「学びの意欲のきっかけづくり」を図るとともに、英語を通じたコミュニケーショ

ン力を培い、学習意欲はもとより、思考力・判断力・表現力の向上を目指し、未来を

担う人材を育成することを目的としている。 

（２）業務名 

南相馬市中学生海外研修事業業務委託 

（３）業務内容 

別紙１「南相馬市中学生海外研修事業業務委託仕様書」（以下「仕様書」という）に 

よるものとする。ただし、契約時において受注者の提案内容により一部を変更する場 

合もある。 

（４）履行期間 

契約締結日から令和９年６月３０日（水）まで 

（５）研修対象者等及び人数 

①オーストラリア研修 

ア 研修生（中学２年生） ２０名 

イ 随行者（南相馬市教育委員会職員） ４名 

ウ 添乗員（委託事業者による） １名 

  ②シンガポール研修 

   ア 研修生（中学２年生） ２５名 

   イ 随行者（南相馬市教育委員会職員） ４名 

   ウ 添乗員（委託事業者による） １名 

（６）委託料上限額 

（オーストラリア研修及びシンガポール研修） 

    ３２，２３１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）以内とする。 

  ①オーストラリア研修 研修生 ２０名、随行者４名、添乗人１名の場合 

  ②シンガポール研修  研修生 ２５名、随行者４名、添乗人１名の場合 

（７）担当部署 

   事務局（各種資料の提出先及び問い合わせ先） 

   〒９７５－８６８６ 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

   南相馬市教育委員会事務局学校教育課教育企画係 

   ＴＥＬ：０２４４－２４－５２８３ 

   ＦＡＸ：０２４４－２３－７７８２ 

メール：gakkokyoiku@city.minamisoma.lg.jp 
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２ 実施スケジュール 

期 日 項 目 備 考 

令和７年１２月２３日（火） 

～令和８年１月１４日（水） 
公告、参加要項等の配布 

市ＨＰ 

 

令和８年１月６日（火） 参加要項等の質問締切 電子メール 

令和８年１月７日（水） 参加要項等の質問回答期限 市ＨＰ 

令和８年１月１４日（水）午後５時まで 

（※事務局必着） 
参加表明書等の提出期限 持参又は郵送 

令和８年 １月１５日（木） 参加資格確認結果通知 
電子メール又

は郵送 

令和８年１月２８日（水）午後５時まで 

（※事務局必着） 
企画提案書提出期限 持参又は郵送 

令和８年２月５日（木）予定 
審査（プレゼンテーション・
ヒアリング） 

南相馬市役所 

令和８年２月下旬 審査結果通知、公表 
電子メール又

は郵送、市ＨＰ 

令和８年４月１日（水） 業務委託契約締結  

  ※上記のスケジュールは、状況により変更する場合がある。 

  ※プレゼンテーション開催期日等は正式決定次第、参加事業者へ通知する。 

 

３ 参加資格要件等 

（１）参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる事業者は、次の要件をすべて満たしている 

事業者でなければならない。 

① 単体の法人であること。 

② 原則として、令和７・８年度南相馬市競争入札参加有資格者名簿（以下「名簿」と 

いう。）において役務の提供（旅行業）として登録してあること。 

なお、名簿未登録者は「１３入札参加申請受付」を参照の上、参加表明書等の提出 

期限前日の令和８年１月１３日（火）までに申請すること。 

③ 本社、支社及び営業所のいずれかの所在地が福島県又は宮城県にあること。 

④ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同令第１６７条の 

１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当しないこと。 

⑤ 名簿登録者においては、南相馬市有資格業者に対する指名停止に関する要綱（平成 

１８年南相馬市告示第４号）に定める指名停止要件に該当しない事業者であること。 

⑥ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続き又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き中でないこと。 

⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２条 

及び南相馬市建設工事等暴力団排除措置要綱（平成１８年１月１日訓令第３０号） 

に定める指名回避措置要件に該当していないこと。 

⑧ 旅行業法施行規則（昭和４６年運輸省令第６１号）第１条の２第１項第１号、第２ 

号及び第３号に規定する旅行業務の登録がされていること。 
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⑨ 南相馬市中学生海外研修事業がやむをえず中止となった場合、本市と協議の上、代 

替として国内での宿泊研修等を実施できること。 

⑩ 本社、支社及び取扱営業所において、国、地方団体又は学校法人からのオーストラ 

リア国内及びシンガポール国内における留学・研修等の受託実績（平成２９年４月 

１日から令和７年１１月３０日までの期間中、現地滞在期間３日以上２週間以内の 

もの）を各１０件以上有していること。 

⑪ 取扱営業所内の総合旅行業務取扱管理者の比率が２０％以上であること。 

⑫ 各研修における担当者の旅行業界勤続年数が５年以上であること。 

⑬ 提出した書類の記載事項に虚偽がないこと。 

（２）参加の制限 

① 参加事業者からの参加表明の提出は、１者当たり１件とする。 

② 参加事業者からの企画提案書等は、１者当たり１提案とする。 

③ 次に掲げる者が所属する事業者は、本プロポーザルに参加することはできない。 

また、事業者は、次に掲げる者から直接又は間接的に支援を受けることはできない。 

・審査委員会委員及びその家族 

 

４ 資料の配布 

（１）参加要項等の配布 

① 配布資料 

ア 南相馬市中学生海外研修事業業務委託公募型プロポーザル参加要項 

イ 南相馬市中学生海外研修事業業務委託業務仕様書 

ウ 南相馬市中学生海外研修事業業務委託公募型プロポーザル評価要領 

エ 南相馬市中学生海外研修事業業務委託公募型プロポーザル様式集 

② 配布開始日 

令和７年１２月２３日（火）から 

③ 配布方法 

参加要項等は南相馬市ホームページからダウンロードすること。 

ＵＲＬ  https://www.city.minamisoma.lg.jp/ 

 

 

５ 参加表明書等の提出 

（１）参加表明書等の提出方法 

① 提出期限 

令和８年１月１４日（水）午後５時まで（事務局必着） 

② 提出方法 

事務局まで持参（受付は、土・日・祝日を除く午前９時から午後５時まで）又は 

郵送にて提出すること。 

※郵送による場合は、書留郵便等の配達記録が確認できる方法により提出すること。 

※郵送で提出した場合は、令和８年１月１４日（水）午後５時までに事務局に連絡 

すること。 
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③ 提出書類 

提出書類 様式等 提出部数等 

参加表明書類 

参加表明書（様式１） 原本１部 

会社概要書（様式２） Ａ４版 

原本１部 

クリップ止め 

業務実績調書（様式３） 

旅行業登録票（有効期間内のもの）の写し 

南相馬市入札参加資格審査申請書受理票の写し １部 

（２）参加表明書類記入及び提出上の注意事項 

① 様式規格は、Ａ４規格・縦のみとし、Ａ３規格の折り込みは不可とする。 

② 文字サイズは、原則１１ポイント以上とする。 

③ 使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準時間に定め 

る単位とする。 

④ 参加表明書（様式１） 

必要事項を記載し、代表者印を押印のうえ、提出すること。 

⑤ 会社概要書（様式２） 

会社概要について記載すること。 

⑥ 業務実績調書（様式３） 

業務実績は元請として受注したものを対象とする。 

⑦ 旅行業登録票（有効期間内のもの）の写し 

参加資格要件⑧にある事業者であることを証明する書類の写しを参加表明書（様式 

１）と併せて提出すること。 

⑧ 南相馬市入札参加資格審査申請書受理票の写しを１部提出すること。 

（３）参加資格確認結果通知 

提出された参加表明書等を審査し、参加資格を満たしている事業者に対し、書面に 

より通知する。参加が認められた事業者に企画提案書等の提出を求める。 

参加資格を満たしていない事業者に対しては、書面によりその旨通知する。 

 

６ 質疑応答 

（１）参加要項等に関する質問の受付及び回答 

参加要項等に関する質問は、質問書（様式６）により電子メールで提出すること。 

なお、必ず事務局への電話連絡により、電子メールの着信を確認すること。 

電話等による質問や提出期限を過ぎた質問は受け付けない。 

① 受付締切 

令和８年１月６日（火）午後５時まで（事務局必着） 

② 回答期限 

令和８年１月７日（水） 

③ 回答方法 

回答については、順次、回答書を南相馬市公式ホームページに掲載する。 

回答期限までに回答書の掲載が確認できない場合は電話等で確認すること。 
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④ 注意事項 

・電子メール表題を「南相馬市中学生海外研修プロポーザル質問」と明記すること。 

・質問の内容を確認するため、本市から問い合わせをする場合がある。 

・質問に対する回答は、参加要項等を補完するものとする。 

（２）その他 

① 審査委員の役職・氏名に関する質問については、一切応じない。 

② 他の参加事業者に関する質問については、一切応じない。 

③ 審査の経過及びその内容に関しての問い合わせには、一切応じない。 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）企画提案書等の提出 

① 提出期限 

令和８年１月２８日（水）午後５時まで（事務局必着） 

② 提出方法 

事務局まで持参（受付は、土・日・祝日を除く午前９時から午後５時まで）又は 

郵送にて提出すること。 

※郵送による場合は、書留郵便等の配達記録が確認できる方法により提出すること。 

※郵送で提出した場合は、令和８年１月２８日（水）午後５時までに事務局に連絡 

 すること。 

③ 提出書類及び部数 

提出書類 様式等 提出部数等 

①企画提案書 

様式４又は任意様式を
使用し、研修先毎に 
Ａ４サイズ縦長で作成
し、各２０ページまで
とする。 

原本 １部（クリップ止め） 
写し１０部（クリップ止め） 
※①、③、④の順にとめる。 

②見積書及び内訳書 

見積書は様式５を、 
内訳書は任意様式を使
用し、研修先毎にＡ４
サイズ縦長片面２枚以
内にまとめること。 

原本 １部 
※封筒に封入・封緘をして提
出すること。 

③キャンセル料計算書 
（取消料規定等） 

任意様式を使用し、 
研修先毎にＡ４サイズ
縦長片面２枚以内にま
とめること。 

原本 １部（クリップ止め） 
写し１０部（クリップ止め） 
※①、③、④の順にとめる。 

④危機管理対応 
マニュアル（写し可） 

Ａ４サイズ縦長とし、 
必要に応じて研修先毎
に作成すること。 

原本 １部 
写し１０部 
※①、③、④の順にとめる。 

⑤自社の旅行業約款 
（写し可） 

Ａ４サイズ縦長 原本１部 

⑥加入している旅行業 
協会の会員証の写し 

Ａ４サイズ縦長片面 原本１部 
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（２）企画提案書等提出及び記入上の注意事項 

別紙１「仕様書」の要件を満たす企画提案書を、次の内容に基づき提出すること。 

     企画提案書の表紙には必ず様式４（表紙）を使用し、表紙の裏面には目次を設け、 

各ページにページ数を記載すること。また、日本工業規格Ａ４用紙、横書き、左とじ、 

文字サイズ１１ポイント以上、日本語、添付書類含め研修先毎に各２０ページまでと 

し、下記の①企画提案書項目について作成すること。 

※以上を満たしていれば表紙以外については、様式４を使用せず任意の様式で作成し 

てもかまわない。 

※記載内容について、根拠資料を求められた場合は提示すること 

① 企画提案書項目 

ア 業務実績 

・国、地方公共団体又は学校法人からのオーストラリア及びシンガポール国内での 

留学・研修の受注実績件数（平成２９年４月１日から令和７年１１月３０日まで 

の期間中、現地滞在期間３日以上２週間以内のもの） 

・取扱営業所内の総合旅行業務取扱管理者の人数及び比率（令和７年１２月２３日 

現在） 

・担当者の旅行業界勤続年数（令和７年１２月２３日現在） 

・旅行業協会加入の有無及び加入している旅行業協会名（令和７年１２月２３日現 

在） 

イ 受注業務に対する基本的な考え方 

中学生を対象に海外研修を実施するにあたり、受注する上で基本的な考え方や理 

念、方針について具体的に述べること。（海外研修の意義・目的について） 

ウ 事前説明会支援 

海外研修の事前に実施（令和８年４月から７月の間及び令和８年９月から令和９ 

年３月の間に各３回を予定）する保護者と参加者への説明会の内容について研修 

毎に具体的に述べること。 

参加者募集説明会では、研修応募を検討している研修候補者及び保護者へ事業概 

要、行程及び海外渡航に必要な準備等の概要を説明すること。 

事前説明会では、海外渡航に必要な準備品、基礎知識、行程の説明をすること。 

・参加者募集説明会 １回（参加者多数の場合は２回） 

・事前説明会 ２回 

エ 事前研修会支援 

海外研修前に実施する事前研修（令和８年６月から７月までの間及び令和９年 

１月から３月までの間に各３回を予定）の支援について研修毎に具体的に述べる 

こと。事前研修では、現地の気候・風土、生活習慣、ルール、学校や企業訪問の 

際の注意点、研修で学ぶべきこと等を説明すること。 

・事前研修会 ３回 

オ 海外研修関係支援 

海外研修において実施する研修内容の以下の５項目について、実施方法や新たな 

着想、特色について研修先毎に分かりやすく具体的に述べること。 
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・全体行程（添乗業務・移動手段等含む）について 

・ホームステイ先（オーストラリア研修）、企業訪問先（シンガポール研修）につ 

いて 

・異国文化体験プログラム（現地学校又は学生との異文化交流、体験活動等及び、 

訪問国の理解醸成としての主要な歴史文化等に触れる体験活動）について 

・その他 

・海外派遣研修が中止となった際の、代替の国内宿泊研修について 

カ 安全管理体制 

次の項目について海外研修の研修先毎に記載すること。 

・受注体制 

本事業を実施するにあたり、国内・現地でのサポート体制（委託事業者・添乗員・ 

現地コーディネーター）について的確かつ具体的に述べること。 

・連絡体制 

事故や災害、体調不良等など緊急時の連絡体制や対応について的確かつ具体的に 

述べること。日本と現地との連絡体制について具体的に述べること。 

※なお、安全管理体制の記載にあたっては、研修の実施に支障が生じる感染症等に 

罹患した場合を含め、病気にかかった場合の対応（日本及び渡航先の国・地域の 

出入国制限の現状と合わせ、医療機関、滞在先、帰国が延期された場合の帰国ま 

での対応等）についても具体的に述べること。 

・海外旅行保険の提案について 

企画提案（研修内容等）に照らし、研修中の不測の事態に際し、安全管理体制な 

どの観点から委託事業者がそれらを補填するに適当と判断する海外旅行傷害保 

険（任意加入）について例を挙げ、その補償内容等（料金含む）と併せて提案す 

ること。また、推奨する海外旅行保険については、研修の実施に支障が生じ 

る感染症等に罹患した場合を含め、病気にかかった場合にカバーされる特約、補 

償内容の充実について留意すること。 

※海外旅行保険については、事前説明会（第１回）において、研修生及び保護者 

等へ案内すること。 

キ 事後研修会支援 

海外研修後に実施する事後研修（令和８年８月及び令和９年４月に各２回を予定） 

の支援について研修先毎に具体的に述べること。事後研修では、事前研修で説明 

した学ぶべきことを反映した発表資料作成方法、発表時の注意点等を説明するこ 

と。 

・事後研修会 ２回 

ク 報告会支援 

海外研修後に実施する報告会（令和８年９月及び令和９年４月に予定）の支援に 

ついて研修先毎に具体的に述べること。報告会では、事後研修会で作成した資料 

をプロジェクター等で投影して、市民や市内学校関係者の前で発表する形式とす 

ること。 

② 企画提案書等及び添付書類を紙媒体により１１部提出すること。 
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（３）見積書等提出及び記入上の注意事項 

見積書は、「様式５」を使用し、消費税及び地方消費税込（消費税額を別途見積書に 

表示）にて作成すること。加えて、下記の内容が分かるように内訳書を任意様式にて 

研修先毎に作成の上、添付すること。 

① 委託料の内訳単価（日本円） 

ア 航空運賃（往復） 

イ 燃料サーチャージ（往復）※航空運賃に含まれる場合は、その旨記載 

ウ 空港諸税 

エ 国内移動費 

オ 現地移動費（専用車料金等含む） 

カ 現地プログラム費用（研修生・随行者別） 

キ 現地宿泊代（研修生・随行者別） 

ク 食事代（現地プログラム費用に含まれないものがある場合） 

ケ 手荷物運搬料金（航空会社規定荷物制限内） 

コ サービス、チップ料（見込額） 

サ 添乗員同行費 

シ 事前事後研修費 

ス 企画料金 

セ その他（事務手続き費用等） 

※研修生及び随行者１人あたりの単価についても併せて記載すること 

② 委託料に含まれない自己負担分費用（日本円） 

ア 旅券取得費用 

イ 入国許可申請等に係る費用（代理申請不可であり、個人での申請が必要な場合） 

ウ 海外旅行保険費用（企画提案書項目にて推奨する海外旅行保険に応じて提示） 

エ 研修中の食事代等（委託料に含まれないものがある場合に記載） 

オ 上記ア～エ以外のその他 

③ 見積書及び内訳書等を紙媒体により１部提出すること。なお、見積書等は封筒に封 

入・封緘をして提出すること。 

（４）キャンセル料計算書（取消料規定等）等提出 

業務の実施において、参加人数及び研修内容等の変更に伴い生じるキャンセル料等 

について、任意様式にてキャンセル料計算書（出発日から起算して取消料の対象とな 

らない期日を明示するとともに、取消料の対象となる期日については、取消料率の区 

分毎にその期日と率の明示を行うこと。）を研修先毎に作成し、紙媒体により１１部提 

出すること。 

（５）危機管理対応マニュアル等提出 

業務の遂行にあたり、緊急時及び不測の事態等が生じた際の対応を包括した危機管 

理対応マニュアルを研修先毎に作成し、紙媒体により１１部提出すること。 

なお、自社規定の危機管理マニュアル等が存在し、かつ本企画事業内容を網羅する 

ものである場合は、それの提出に替えることができる。 
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（６）企画提案書等の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。この場合 

において、下記「８プレゼンテーション審査」により選定された最優秀提案事業者（委 

託候補者）が無効となった場合は、審査結果による得点順位を順次繰り上げる。 

① 提出期限を過ぎて提出された場合 

② 同一の事業者が２つ以上の提出書類を提出した場合 

③ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

④ 審査の公平性を害する行為があった場合 

⑤ 上記「１（６）委託料上限額」を超えた場合 

⑥ その他審査委員会が不適切と認めた場合 

（７）留意事項 

① 原則として、提出期限以降の書類の提出、追加提出、再提出、差し替えは認めない。 

② 原則として、提出された書類等は返却しない。 

③ 提出された書類は、審査目的の範囲で複製する場合がある。 

④ 提出された書類は、審査目的以外の使用はしない。 

⑤ 提出書類に含まれる著作物の著作権は参加事業者に帰属する。 

⑥ 提出された書類は、南相馬市情報公開条例（平成１８年南相馬市条例２２号）の 

対象行政情報となるため、公開される可能性がある。 

 

８ プレゼンテーション審査 

企画提案内容等について、プレゼンテーション及び質疑応答を行い、「９審査方法等に 

ついて」に基づき提案を評価する。 

（１）実施日 

   令和８年２月５日（木）予定 

（２）場所 

   南相馬市役所（※開催期日等については、決定次第通知する。） 

（３）時間配分 

   参加事業者ごとに約６０分間 

① 企画提案書等の説明・プレゼンテーション（４５分） 

② 質疑応答・ヒアリング（１５分） 

（４）出席者 

   参加事業者ごとに３人以内とし、総括管理者が出席することが望ましい。 

（５）失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、当該参加事業者を失格とする。 

① プレゼンテーションに遅れた場合 

② 審査の公平性を害する行為があった場合 

③ 審査委員又は関係者に本企画に対する助言を求めた場合 

（６）その他 

① 参加事業者が１事業者の場合でもプレゼンテーションを実施するものとする。 

② 提案説明の際、プロジェクターの使用は可能。なお、スクリーン、プロジェクター 

は本市で用意するが、パソコン等は各参加事業者が準備すること。 
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９ 審査方法等 

（１）審査方法 

審査は、「公募型提案方式（プロポーザル方式）」とし、本業務に関する公募型プロ 

ポーザル審査委員会において審査し、最高得点を得た事業者を業務委託契約の締結協 

議の最優秀提案事業者（委託候補者）として選定する。 

 ① 審査の方法は、下記審査基準に基づき、企画提案内容に加え、プレゼンテーション 

及びヒアリングを行うことする。 

② 評価点が同点の場合は、評価項目「類似業務の受注実績、見積額等」の見積額の点 

数がより高い事業者を上位とする。 

③ 選定にあたっては、合格点を６００点以上（評価基準の６割）とし、参加事業者が 

１事業者のみの場合も同様の方法を適用し選定する。 

（２）審査基準 

提案書の内容、プレゼンテーション、ヒアリング等において、具体性、計画性、安 

全性、創意工夫、実現性、専任性、遂行力、経験度、熟知度、コスト性などについて、 

次の審査項目等により総合的に審査する。 

① 審査項目・配点 

審査項目 審査内容 配点 

企画提案 

内容 

①海外研修に対する基本

的な考え方や方針 

（意義・目的） 

・本市の中学生海外研修事業の主旨を
理解し、専門業種としての視点から得
られる意義や目的が多角的に見いださ
れているか。 

２０点 

②事前説明会・事前研修会

など 

・研修参加にあたり、十分な準備をスム
ーズに進めるため、研修生及び保護者
に分かりやすく丁寧な説明・研修計画
となっているか。 
・戸惑いや不安感を抱えることなく海
外研修に臨むため、海外における生活
の心得や英語でのコミュニケーション

研修等充実した研修内容が提案されて
いるか。 

２０点 

③海外研修内容（添乗業

務、移動手段含む）など 

※海外派遣研修が中止と

なった際の、代替国内宿泊

研修内容含む 

・本市の中学生海外研修事業の主旨を
理解し、実施方針について、研修生（本
市中学２年生）の平均的な学習能力や
体力等に応じた範囲で、無理のない研
修内容となっているか。 
・海外の文化や生活に飛び込んで体感
するために（外国の文化を広く見る、知
る）充実した内容となっているか。 

・短期間の研修滞在となるため、所定の

場所における英語のレッスン等に時間

を費やすのではなく、外国の文化を広

く見る、知る内容となっているか 

５０点 
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・海外派遣研修が中止となった際の、代
替の国内宿泊研修について代替案が充
実した内容となっているか。 

④安全管理体制など ・不測の事態（事故、体調不良等含む）
が生じた際に、現地の医療機関や支社
等と速やかな連携が取れ、サポート体
制が具体的に示されているか。 
・研修の実施に支障が生じる感染症等
に罹患した場合を含め、病気にかかっ
た場合の想定対応が詳細に定められて

おり、また、万が一帰国が遅れる者が発
生した場合等について、延長滞在中か
ら出国までにおけるサポート体制が徹
底され具体的に示されているか。 
・海外旅行保険の提案について、企画提
案（研修内容等）に照らし、研修中の不
測の事態に際し、安全管理体制などの
観点から企画提案者がそれらを補填す
るに適当と判断する海外旅行傷害保険
（任意加入）が示されているか。 

５０点 

⑤事後研修会・報告会 

など 

・海外研修で学んできたことを報告す

るため、報告会に向けた事後研修会の

内容が具体的に示されており、研修生

が自ら考え、伝えようとするものを具

現化させるための手助けをする内容と

なっているか。 

・報告会の内容が具体的に示されてお

り、司会等まで主体的に実施する内容

となっているか。 

２０点 

⑥仕様書に示された業務

内容以外の独自提案など 

・これまでの企画業務の実績や経験を

踏まえ、南相馬市中学生海外研修事業

に対する独自提案や他社との優位性等

の提案がされているか。 

１０点 

基本事項 ⑦類似業務の受注実績 

⑧見積額等 

・国、地方公共団体又は学校からの受注

による海外研修等の旅行企画実績 

・業務担当者の旅行業界勤続年数 

・見積金額 

３０点 

合  計  ２００点 

（３）評価点 

   １，０００点満点（２００点×５人） 

（４）審査結果の通知 

   審査結果は、各参加事業者に対して文書で通知する。 

   ※通知予定日：令和８年２月下旬 
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１０ 失格要件 

次のいずれかに該当する場合は、参加事業者の資格を取り消すものとする。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）審査の公平性を害する行為があった場合 

（３）参加資格要件を満たさなくなった場合 

（４）提出期限を過ぎて提案書等が提出された場合 

（５）提出された見積書が上記「１（６）委託料上限額」を上回った場合 

（６）選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触した場合 

 

１１ 契約の締結について 

（１）上記「８プレゼンテーション審査」により選定された最優秀提案事業者（委託候補 

者）と業務仕様及び契約内容の協議を経て、随意契約により契約を締結する。 

（２）本プロポーザルは、最優秀提案事業者（委託候補者）の選定を目的に実施するもの 

であり、契約後の業務内容は必ずしも企画提案内容に沿って実施するものではない。 

契約締結時において、最優秀提案事業者（委託候補者）と本市との協議により改めて 

業務の詳細を定めた仕様書を作成するものとする。 

（３）業務委託料については、上記「１（６）委託料上限額」の範囲内で、本市との協議に 

より確定した額を業務委託料とする。 

（４）最優秀提案事業者（委託候補者）との協議において、両者が合意に至らなかった場

合、又は特別な理由により最優秀提案事業者（委託候補者）との契約締結が出来ない

場合は、審査結果による得点順位の上位の事業者から順に、契約締結の協議を行う。 

なお、契約を辞退したことにより、以後の選定、競争入札について不利益な取り扱い

を受けるものではない。 

 

１２ その他 

（１）提出書類の作成、プレゼンテーション及びヒアリング等、本業務のプロポーザルに 

要する費用は、参加事業者の負担とする。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で行うが、提出書類は、公平性、透明 

性及び客観性を期するため、公表することがある。 

（３）提出書類の取り扱いについて 

① 提出された書類は返却しない。また、書類の差し替えも認めない 

② 提出された書類の著作権は、提出者に所属するが、選定作業等に必要な範囲におい 

て複製を作成するものとする。 

③ 提出された書類及びその複製は、審査以外に無断で使用しないが、委託候補者及び 

次点候補者に選定された事業者の企画提案書については、本プロポーザルに関する 

記録の公表等に利用できるものとし、公表の際の使用料は無償とする。 

（４）提案内容の取り扱いについて 

本プロポーザルは、業務委託事業者の選定を目的として実施するものであり、必ず 

しも提案内容が実際の企画業務に全て採用できるものではない。 

（５）参加をしない場合、又は参加表明書提出後にやむを得ず参加を取りやめる場合につ 
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いては、参加辞退届（様式７）を令和８年１月２８日（水）正午必着で提出すること。 

（６）参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはしない。 

（７）電子メールの通信事故等について、本市はいかなる責任も負わない。 

（８）審査結果に対する異議申し立ては、一切受け付けない。 

（９）本企画提案への参加及び不参加を問わず、本業務において知り得た情報（周知の情 

報を除く）は、本業務の目的以外に使用し又は第三者に開示若しくは漏洩してはなら 

ないものとする。 

（１０）研修参加人数の変更等が生じた場合は、本市と協議の上、委託料を変更するため、 

変更契約を行うものとする。 

 

１３ 入札参加申請受付 

（１）申請に必要な書類及び申請方法 

   申請は、「令和７・８年度南相馬市入札参加資格審査申請の手引（物品・役務の提供）」 

を確認のうえ、申請書類を「（５）入札参加資格申請の提出先及び問い合わせ先」まで 

郵送すること。手引や申請書は南相馬市ホームページからダウンロードしてください。 

（２）申請受付期限 

   令和８年１月１３日（火）必着（郵送可） 

（３）申請受付時間 

   午前９時から午後５時まで（持参する場合は正午から午後１時を除く） 

（４）申請に関する留意点 

① 申請の際には、「南相馬市中学生海外研修事業業務委託プロポーザル」に関する申 

請書提出のためである旨を明記すること。 

② 本プロポーザル参加に係る入札参加資格申請については、市外事業者も（２）申請 

受付期間に限り受け付ける。 

③ 実績については、申請書提出日を基準日として作成すること。 

（５）入札参加資格申請の提出先及び問い合わせ先 

   〒９７５－８６８６ 福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

   南相馬市総務部財政課契約係（南相馬市役所本庁舎３階） 

   ＴＥＬ：０２４４－２４－５２２５ 

ＦＡＸ：０２４４－２４－５２１４ 


